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地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

〇

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二
百
六
十
条
の
十
八

（
略
）

第
二
百
六
十
条
の
十
八

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

前
項
の
構
成
員
は
、
規
約
又
は
総
会
の
決
議
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
書
面

③

前
項
の
構
成
員
は
、
規
約
又
は
総
会
の
決
議
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
書
面

に
よ
る
表
決
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ

に
よ
る
表
決
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ

の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を

の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を

い
う
。
第
二
百
六
十
条
の
十
九
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
表
決
を
す
る
こ
と

い
う
。
）
に
よ
り
表
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

④

（
略
）

④

（
略
）

第
二
百
六
十
条
の
十
九
の
二

こ
の
法
律
又
は
規
約
に
よ
り
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す

（
新
設
）

べ
き
場
合
に
お
い
て
、
構
成
員
全
員
の
承
諾
が
あ
る
と
き
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
方

法
に
よ
る
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
決
議
に
係

る
構
成
員
の
承
諾
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

②

こ
の
法
律
又
は
規
約
に
よ
り
総
会
に
お
い
て
決
議
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
事
項
に

つ
い
て
は
、
構
成
員
全
員
の
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
合
意
が
あ
つ
た
と
き
は

、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

③

こ
の
法
律
又
は
規
約
に
よ
り
総
会
に
お
い
て
決
議
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
事
項
に

(抄)
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〇

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

※

「
現
行
」
は
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
九
号
）
附
則
第
八
条
に
よ
る
改
正
後
（
令
和
四
年
四
月
一
日
施
行
）
の
も
の

改

正

案

現

行

第
十
九
条
の
五

（
略
）

第
十
九
条
の
五

（
略
）

②

都
道
府
県
は
、
前
項
の
申
請
又
は
職
権
に
よ
り
、
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
又
は

②

都
道
府
県
は
、
前
項
の
申
請
又
は
職
権
に
よ
り
、
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
又
は

医
療
費
支
給
認
定
患
者
に
対
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令

医
療
費
支
給
認
定
患
者
に
対
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
う
こ
と
が
で
き

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
は
、
当
該
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
又
は
当

該
医
療
費
支
給
認
定
患
者
に
対
し
医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

③

都
道
府
県
は
、
前
項
の
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
う
場
合
に
お
い
て

③

都
道
府
県
は
、
前
項
の
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
医

、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
又
は
当
該
医
療

療
受
給
者
証
に
当
該
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
も
の

費
支
給
認
定
患
者
に
対
し
、
医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

と
す
る
。

の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
は
、
当
該
医
療
受
給
者
証
に
当
該
変
更
の
認
定
に
係

る
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。
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〇

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
（
抄
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
支
給
認
定
等
）

（
支
給
認
定
等
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

都
道
府
県
は
、
支
給
認
定
を
し
た
と
き
は
、
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患

４

都
道
府
県
は
、
支
給
認
定
を
し
た
と
き
は
、
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患

者
又
は
そ
の
保
護
者
（
以
下
「
支
給
認
定
患
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
厚
生
労

者
又
は
そ
の
保
護
者
（
以
下
「
支
給
認
定
患
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
支
給
認
定
の
有
効
期
間
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
支
給
認
定
の
有
効
期
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
医
療
受
給
者
証
（
以
下
「
医
療
受
給
者
証
」
と
い
う

定
め
ら
れ
た
指
定
医
療
機
関
の
名
称
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記

。
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

載
し
た
医
療
受
給
者
証
（
以
下
「
医
療
受
給
者
証
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５
～
８

（
略
）

５
～
８

（
略
）

（
支
給
認
定
の
変
更
）

（
支
給
認
定
の
変
更
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

都
道
府
県
は
、
前
項
の
申
請
又
は
職
権
に
よ
り
、
支
給
認
定
患
者
等
に
つ
き
、
同

２

都
道
府
県
は
、
前
項
の
申
請
又
は
職
権
に
よ
り
、
支
給
認
定
患
者
等
に
つ
き
、
同

項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
う
こ
と

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
は
、
当
該
支
給
認
定
患
者
等
に
対
し

、
医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

３

都
道
府
県
は
、
前
項
の
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
必
要

３

都
道
府
県
は
、
前
項
の
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
医
療
受
給
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が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
支
給
認
定
患
者
等
に
対
し
、
医
療
受
給
者
証
の
提

者
証
に
当
該
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
も
の
と
す
る

出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
は
、
当
該
医
療
受

。

給
者
証
に
当
該
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
も
の
と
す

る
。
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